
4. 地域や家庭で学び支え合
う社会の実現に向けた教
育を推進します

3. 学校における教育の基盤
となる教育環境、体制の整
備を推進します

2. 自ら学び、考え、意見を述
べる力をはぐくむ学校教育
を推進します

1. 生きる力の基礎を培う就
学前の教育を推進します

5. 誰一人取り残さない教育
を推進します

・就学前教育の充実

・こころと身体のはぐくみ

・保育人材の確保・人材育成

・新しい時代に求められる資質・能力の育成

・SDGsに貢献する人材の育成

・教育DXの推進

・豊かな心の育成

・健やかな体の育成、スポーツを通じた豊か

な心身の育成

・特別支援教育の充実

・いじめ防止対策の推進

・不登校対策の推進

・ひきこもり対策の推進

・多様な教育ニーズへの対応

・人権教育の推進

第３期奈良県教育振興大綱の構成と関係計画における評価指標について（案）

①幼保小連携に係る架け橋期のカリキュラムを作成した市町村数の増加【県調

べ】（「奈良の学び」アクションプラン〈義教〉）

②幼児教育の質向上に向けた研修等を実施した市町村数の増加【県調べ】（「奈

良の学び」アクションプラン〈義教〉）

③「奈良っ子はぐくみ自然保育認証制度」の認証団体数（R7年度までに50団体）

【県調べ】（奈良っ子はぐくみアクションプラン〈こ保〉）

５つの柱 施策の基本方針 関係計画における評価指標（KPI）

・教員の働き方改革、指導・運営体制の充実

・教職員の資質向上

・教育費負担の軽減

・教育環境の整備

・学校安全の推進

・キャリア教育・職業教育の充実

・生涯にわたる学び・活躍できる環境整備

・地域リーダーの育成

・学校・家庭・地域の連携・協働の推進

・スポーツや文化活動の推進

・社会教育の推進

目指す教育の方向性
一人一人の可能性を最大限に引き出す教育
～郷土奈良に誇りをもち、新たな価値を創造する力と、たくましく生きる力を育む～

①主体的な学びに関する質問項目に対する児童生徒の肯定的回答の割合の増加

【国調査】（ 「奈良の学び」アクションプラン〈義教〉）

②児童生徒のICT活用を指導する能力「できる、ややできる」と解答した割合の増

加【国調査】（ 「奈良の学び」アクションプラン〈教研〉）

③体力合計点（公立小・中学校対象）の県平均の増加【国調査】（ 「奈良の学び」

アクションプラン〈体健〉）

・「奈良の学び」アクションプラン
・奈良県こどもまんなか未来戦略
・奈良っ子はぐくみ基本方針
・奈良っ子はぐくみアクションプラン
・奈良県スポーツ振興計画

・「奈良の学び」アクションプラン
・奈良県こどもまんなか未来戦略
・奈良県スポーツ振興計画

・「奈良の学び」アクションプラン
・学校における働き方改革推進プラン
・奈良県こどもまんなか未来戦略

①教員業務支援員、部活動指導員の配置希望校への充足率の上昇【県調べ】

（ 「奈良の学び」アクションプラン〈教職・義教・体健・教研〉）

②公立小中学校の教員定数の標準に占める正規教員の割合の増加【県調べ】

（「奈良の学び」アクションプラン〈教職〉）

③研修参加者（教員対象）の講座の活用度についての肯定的割合の増加【県調

べ】（ 「奈良の学び」アクションプラン〈教研〉）

・「奈良の学び」アクションプラン
・奈良県こどもまんなか未来戦略

・奈良県第2次子どもの貧困対策及び

第4次ひとり親家庭等自立促進計画

・奈良県スポーツ振興計画
・奈良県文化振興大綱
・地域において多様な人材がいきいき
と働き活躍するための人材育成計画
・奈良県豊かな食と農の振興計画

①インターンシップ参加生徒（県立高校対象）の割合の増加【国調査】（ 「奈良の

学び」アクションプラン〈高教〉）

②小学校区におけるこども食堂設置率100％【県調べ】（奈良県第2次子どもの貧

困対策及び第4次ひとり親家庭等自立促進計画〈こ家〉）

③運動実施率（１日合計３０分以上の運動・スポーツを週２日以上している人の割

合）55％【県調べ】（奈良県スポーツ振興計画〈ス振〉）

・「奈良の学び」アクションプラン
・奈良県こどもまんなか未来戦略
・奈良県いじめ防止基本方針
・奈良県人権施策に関する基本計画

①いじめの解消率の増加【国調査】（ 「奈良の学び」アクションプラン〈高教・義

教〉）

② 公立小・中学校で90日以上欠席している不登校児童生徒のうち、学校内外で

相談・支援を受けている児童生徒の割合の増加【県調べ】（ 「奈良の学び」アク

ションプラン〈教研〉）

③人権教育の推進に向けた研修（教職員等対象）満足度について肯定的回答の

割合の増加【県調べ】（ 「奈良の学び」アクションプラン〈人地〉）

※５つの柱の進捗は、関連計画に定める以下の評価指標
（KPI）により管理します。
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